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平成 26年８月 25日 

各    位 

会 社 名 日本バイリーン株式会社 

代表者名 代表取締役社長  吉 田 俊 雄 

 （コード番号 3514 東証第一部） 

問合せ先 経営財務部長    伊豆田 幸康 

 （℡.03－4546－1111） 

 

その他の関係会社の異動に関するお知らせ 

 

 平成 26年８月 25日付で、東レ株式会社が当社のその他の関係会社に該当することとなりました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．異動に至った経緯 

 当社の主要株主であり第二位株主である東レ株式会社が、当社の募集した第三者割当増資に応じ

平成 26年８月 25日付で当社株式を追加取得したことに伴い、同社の議決権所有割合が 15％以上と

なりました。 

 上記に加え、東レ株式会社より、平成 26年８月 25日をもって当社が持分法適用関連会社に該当

すると判断した旨の連絡を受けたことから、同社が当社のその他の関係会社に該当することとなり

ました。 

 

２．東レ株式会社の概要 

（１） 名 称 東レ株式会社 

（２） 所 在 地 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 日覺 昭廣 

（４） 

 

 

事 業 内 容 

 

 

繊維事業、プラスチック・ケミカル事業、情報通信材料・ 

機器事業、炭素繊維複合材料事業、環境・エンジニアリング 

事業、ライフサイエンス事業、その他 

（５） 資 本 金 147,873百万円 

（６） 設 立 年 月 日 大正 15年１月 12日 

（７） 連 結 純 資 産 944,625百万円（平成 26年３月 31日現在） 

（８） 連 結 総 資 産 2,119,683百万円（平成 26年３月 31日現在） 

（９） 

 

 

 

 

 

 

 

大株主及び持株比率 

 

 

 

 

 

 

 

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）       7.14％ 

日本生命保険（相）                             4.36％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）   4.31％ 

三井生命保険㈱                                 2.20％ 

㈱三井住友銀行                                 1.84％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口４） 1.31％ 

三井不動産㈱                                   1.19％ 

ステート ストリート バンク ウェスト 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クライアント トリーティー 

（常任代理人 ㈱みずほ銀行 決済営業部）        1.17％ 

三井住友海上火災保険㈱                         1.08％ 

ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ 

ロンドン エス エル オムニバス アカウント 

（常任代理人 ㈱みずほ銀行 決済営業部）        1.04％ 

（平成 26年３月 31日現在） 

（10） 当 社 と の 関 係  

 資 本 関 係 
当該会社は、当社株式 7,242,083株（議決権数に対する割合 

14.63％）を保有しております。（平成 26年３月 31日現在） 

 人 的 関 係 
当該会社の常務取締役である枡田章吾氏が、第 68回定時株主

総会にて当社取締役に選任されております。 

 取 引 関 係 
当社と当該会社の間には、原料・商品の仕入、商品・製品の

販売などの取引関係があります。 

 

 

３．異動前後における東レ株式会社の所有する議決権の数および議決権所有割合 

 
属 性 

議決権の数（議決権所有割合） 

 直接所有分 合算対象分 合 計 

異 動 前 

（平成 26年３月 31日現在） 
－ 

7,242個 

（14.63％） 
－ 

7,242個 

（14.63％） 

異 動 後 その他の関係会社 
9,242個 

（17.61％） 
－ 

9,242個 

（17.61％） 

（注）１．議決権所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

   ２．異動前の議決権所有割合は、平成 26年３月 31日現在の株主名簿を基準に算出しており 

     ます。 

     議決権の総数                 49,493個 

     発行済株式総数           49,840,945株 

     議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数（単元未満株式および 

     自己株式）                  347,945株 

   ３．異動後の議決権所有割合は、第三者割当による新株式の発行（平成 26年８月７日付で 

     適時開示済）により増加した議決権の数（3,000個）を加えた数である 52,493個を基 

     準に算出しております。 

 

４．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無 

 該当事項はありません。 

 

５．今後の見通し 

 当該異動により当社の将来的な基盤を整備でき、また、当該会社との事業上の関係をより強固な

ものにできることから、当社の更なる企業価値向上に資するものであると考えております。 

 

以 上 


